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(57)【要約】
【課題】揮発性有機溶剤の揮発放散量を低減可能な洗浄
装置を提供する。
【解決手段】上面に開口を有する洗浄容器１０と、洗浄
容器１０内を上下昇降可能な載置台１１と、載置台１１
と一体的に昇降する中蓋１２とを有する。洗浄容器１０
内は、揮発性有機溶剤が貯留された浸漬室１０ａと、浸
漬室１０ａの上方に連続する冷却室１０ｂとからなる。
バスケット３０に収容した洗浄対象物を浸漬室１０ａに
おいて揮発性有機溶剤に浸漬洗浄した後、冷却室１０ｂ
において洗浄対象物へ冷却流体を吹き付ける。洗浄対象
物を浸漬洗浄する状態以外では、浸漬室１０ａが中蓋１
２によって閉塞されている。揮発性有機溶剤は、ヒータ
２２によって沸点未満で加熱されている。冷却流体とし
ては、揮発性有機溶剤や真水を使用できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に開口を有する洗浄容器と、該洗浄容器内を上下昇降可能な載置台と、該載置台の
下面に固定され、前記載置台と一体的に昇降する中蓋とを有し、
　前記洗浄容器内は、揮発性有機溶剤が貯留された浸漬室と、該浸漬室の上方に連続する
冷却室とからなり、
　前記載置台に載置された洗浄対象物を前記浸漬室において揮発性有機溶剤に浸漬洗浄し
た後、前記載置台を上昇させて前記冷却室において洗浄対象物へ冷却流体を吹き付け、
　洗浄対象物を前記浸漬室において浸漬洗浄する状態以外では、前記載置台が前記冷却室
にあって、前記浸漬室が前記中蓋によって閉塞されている、洗浄装置。
【請求項２】
　前記浸漬室に貯留された揮発性有機溶剤を加熱する加熱手段を有する、請求項１に記載
の洗浄装置。
【請求項３】
　前記冷却流体が、前記浸漬室に貯留された揮発性有機溶剤と同種の揮発性有機溶剤であ
る、請求項１または請求項２に記載の洗浄装置。
【請求項４】
　前記冷却流体が真水である、請求項１または請求項２に記載の洗浄装置。
【請求項５】
　前記冷却流体が、前記浸漬室に貯留された揮発性有機溶剤よりも低温に冷却されている
、請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の洗浄装置。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面に被膜や油等の付着した樹脂ないし金属製品の洗浄、若しくは半導体デ
バイス等の電子デバイス分野におけるガラス、シリコンウェハー、プラスチック等からな
る基板の洗浄など、揮発性有機溶剤によって洗浄対象物を洗浄する際に使用する洗浄装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境問題や資源枯渇等の観点から、各種合成樹脂製品や金属製品などを始めとし
て、種々の分野でリサイクルが積極的に進められている。具体的には、樹脂製ないし金属
製の廃材から異物や不純物等を除去してバージン材料に近い物性の再生材料として再利用
したり、レアメタルの抽出などが進められている。このときの不純物の中には、表面保護
やカラー塗装などのための被膜があり、当該被膜は揮発性有機溶剤によって洗浄除去され
ることがある。また、金属材料や電子デバイス基板等の分野においては、製造工程におい
て表面に付着した加工油（潤滑油）や有機物等を揮発性有機溶剤によって洗浄する工程を
必要とする場合がある。
【０００３】
　本出願人も、廃車にされる自動車から取り外された塗膜を有する樹脂製廃材から異物を
除去して、最終的に新たな樹脂材料として再生（リサイクル）する自動車用樹脂製廃材の
再生方法として、特許文献１を提案している。ここでは、洗浄対象物である樹脂製廃材を
揮発性有機溶剤槽に浸漬することで、塗装被膜を剥離洗浄している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－３０４６７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、揮発性有機溶剤によって洗浄対象物を洗浄する場合、洗浄装置内に貯留され
ている溶剤や洗浄後の物品に付着した溶剤が揮発した臭気によって室内環境が悪化したり
、溶剤の揮発減量による材料コストの損失などの問題が付き物である。また、引火性の高
い溶剤であれば、引火を防止するために強制換気の必要もある。特に、洗浄効果を向上す
るために加熱溶剤によって洗浄する場合は、上記問題が顕著となる。
【０００６】
　そこで、本発明は上記課題を解決するものであって、洗浄装置内に貯留されている揮発
性有機溶剤や洗浄後の洗浄対象物に付着した揮発性有機溶剤の揮発放散を低減可能な洗浄
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そのための手段として、本発明の洗浄装置は、上面に開口を有する洗浄容器と、該洗浄
容器内を上下昇降可能な載置台と、該載置台の下面に固定され、前記載置台と一体的に昇
降する中蓋とを有する。前記洗浄容器内は、揮発性有機溶剤が貯留された浸漬室と、該浸
漬室の上方に連続する冷却室とからなる。そのうえで、前記載置台に載置された洗浄対象
物を前記浸漬室において揮発性有機溶剤に浸漬洗浄した後、前記載置台を上昇させて前記
冷却室において洗浄対象物へ冷却流体を吹き付ける構造となっている。そして、洗浄対象
物を前記浸漬室において浸漬洗浄する状態以外では、前記載置台が前記冷却室にあって、
前記浸漬室が前記中蓋によって閉塞されている。さらに、前記浸漬室に貯留された揮発性
有機溶剤を加熱する加熱手段も備えることが好ましい。
【０００８】
　前記冷却流体としては、前記浸漬室に貯留された揮発性有機溶剤と同種の揮発性有機溶
剤や、真水を使用することができる。なお、冷却流体は、前記浸漬室に貯留された揮発性
有機溶剤よりも低温に冷却しておくことが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、浸漬室において洗浄対象物を揮発性有機溶剤に浸漬して洗浄した後、
続いて冷却室において冷却流体を吹き付けることで、洗浄対象物が冷却される。これによ
り、洗浄後の洗浄対象物に揮発性有機溶剤が付着しているとしても、その揮発量を確実に
低減することができる。また、浸漬室を使用していない状態（洗浄対象物が浸漬室に無い
状態）においては、浸漬室が中蓋によって閉塞されているので、浸漬室に貯留された揮発
性有機溶剤の揮発に伴う室内への放散量も確実に低減することができる。これにより、室
内環境が改善されると共に、揮発減量による材料コストの損失も低減することができる。
【００１０】
　洗浄対象物を加熱された揮発性有機溶剤によって浸漬洗浄すれば、洗浄効率が向上する
。その反面、揮発性有機溶剤の昇温に伴ってその揮発量も増大してしまう。しかし、本発
明では上記の如く浸漬室を中蓋によって閉塞できるので、例え揮発性有機溶剤を加熱して
も、室内への放散量を確実に低減することができる。
【００１１】
　冷却流体を、洗浄用の揮発性有機溶剤と同様に揮発性有機溶剤としていれば、洗浄対象
物の冷却と共に洗浄も兼ねることができるので、揮発性有機溶剤の揮発量を確実に低減し
ながら、さらに洗浄効率を向上することができる。このとき、冷却用の揮発性有機溶剤は
洗浄用の揮発性有機溶剤よりも低温なので、冷却用の揮発性有機溶剤の揮発量も当然に抑
えられている。
【００１２】
　冷却流体を真水としていれば、洗浄対象物の冷却と共に洗浄対象物に付着した揮発性有
機溶剤を洗い流すことができるので、揮発性有機溶剤の揮発量をより確実に低減すること
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ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】洗浄装置の断面図である。
【図２】洗浄対象物をセットした状態の洗浄装置の断面図である。
【図３】浸漬洗浄している状態の断面図である。
【図４】冷却している状態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の洗浄装置は、揮発性有機溶剤を使用して洗浄対象物を洗浄する装置である。洗
浄対象物としては、揮発性有機溶剤によって洗浄するものであれば特に制限されること無
く使用できる。例えば、表面に被膜や油等の付着した樹脂ないし金属製品又はこれらの廃
材、若しくは半導体デバイス等の電子デバイス分野におけるガラス、シリコンウェハー、
プラスチック等からなる基板などが挙げられる。代表的な樹脂製廃材としては、廃車から
取り外された、バンパー、ロッカーモール、エアスポイラー、ライセンスガーニッシュ等
の外装廃材や、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、シートのサイドシールド
等の内装廃材など、表面にカラーコーティング用の塗膜を有するものが挙げられる。この
場合、塗膜を揮発性有機溶剤によって剥離洗浄し、樹脂製廃材は再生材料として使用され
る。
【００１５】
　使用する揮発性有機溶剤としては、室温（常温）において比較的高い揮発性を有するも
のであれば特に制限されない。例えば、トルエンやキシレンなどの芳香族系溶剤、アセト
ン、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン及びメチルイソブチルケトンなどのケトン系
溶剤、酢酸エチルや酢酸ブチルなどの酢酸エステル系溶剤、エタノールやイソプロパノー
ルなどのアルコール系溶剤の他、ヘキサン、テトラヒドラジン、ジメチルホルムアミドな
どが挙げられる。これらは、洗浄（除去）対象である被膜、油、及び高分子化合物などの
種類に応じて適宜選択使用され、１種を単独で使用しても良いし、２種以上を混合して使
用しても良い。
【００１６】
　これを前提として、以下に、適宜図面を参照しながら本発明に係るの代表的な実施形態
について説明する。本実施形態の洗浄装置は、図１に示すように、上面に開口を有する洗
浄容器１０と、該洗浄容器１０内を上下昇降可能な載置台１１と、該載置台１１と一体的
に洗浄容器１０内を昇降する中蓋１２とを有する。
【００１７】
　洗浄容器１０の内部は、底部の浸漬室１０ａと、該浸漬室１０ａの上方に連続する冷却
室１０ｂとからなる。浸漬室１０ａには、揮発性有機溶剤が貯留されている。浸漬室１０
ａの底面は、洗浄対象物に付着していた異物や洗浄により剥離した塗膜等を集塵し易いよ
うに、傾斜面となっている。また、浸漬室１０ａの最底部には、揮発性有機溶剤や沈殿し
た異物等を排出する排出管１３が連結されている。符号１４は、排出管１３を開閉するバ
ルブである。バルブ１４は、通常は閉弁されている。一方、冷却室１０ｂの内壁上部には
、図外の冷却流体タンクと連通する複数個のノズル１５が、内壁から中央に向けて設けら
れている。また、冷却室１０ｂの底部には、各ノズル１５から噴出された冷却流体を排出
する排出管１６が設けられている。
【００１８】
　洗浄容器１０の側方には、機械室２０が並設されている。当該機械室２０内には、載置
台１１及び中蓋１２を昇降させる昇降手段としての油圧シリンダ２１や、浸漬室１０ａを
加熱する加熱手段としてのヒータ２２が配されている。
【００１９】
　載置台１１は板状部材であり、昇降アーム２３を介して油圧シリンダ２１に連結されて
いる。また、昇降アーム２３の中途部には、洗浄対象物を収容する後述のバスケット３０
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の上面開口を覆う蓋板２４が、揺動アーム２５を介して揺動自在に連結されている。なお
、蓋板２４には、多数の貫通孔が形成されている。蓋板２４は、洗浄装置の不使用時は図
１の実線で示す退避位置にあり、洗浄装置の使用時は図１の一点鎖線及び二点鎖線で示す
使用位置まで揺動する。中蓋１２も板状部材であって、載置台１１の下面に固定されてい
る。中蓋１２は、浸漬室１０ａの上面開口（浸漬室１０ａと冷却室１０ｂとの連通空間）
にちょうど納まり、浸漬室１０ａと冷却室１０ｂとを液密状に区分けする外形寸法となっ
ている。
【００２０】
　昇降アーム２３が上限位置にあるとき、図１の実線で示すように、載置台１１は冷却室
１０ｂの底部に位置していると共に、中蓋１２は浸漬室１０ａの上面開口を閉塞している
。なお、洗浄装置の不使用時は、昇降アーム２３は上限位置にある。すなわち、図１には
、不使用状態の洗浄装置を実線で示している。このように、洗浄装置の不使用時は、浸漬
室１０ａの上面開口が中蓋１２によって閉塞されているため、浸漬室１０ａに貯留されて
いる揮発性有機溶剤が室内へ揮発放散されることはない。一方、昇降アーム２３が下限位
置にあるとき、図１の二点鎖線で示すように、載置台１１及び中蓋１２は浸漬室１０ａの
底部に位置している。
【００２１】
　次に、洗浄装置の機能作用について説明する。先ず、図１に示す洗浄装置の不使用状態
から、洗浄対象物を洗浄装置内にセットして使用状態にする。具体的には、図２に示すよ
うに、洗浄対象物を専用のバスケット３０に収容したうえで、当該バスケット３０を載置
台１１上に載置し、蓋板２４を使用位置まで傾動させてバスケット３０の上面を覆う。な
お、バスケット３０の底壁及び周壁には、多数の貫通孔が形成されている。洗浄対象物は
、比較的大型のものであればバスケット３０内に１つ収容することになるが、比較的小型
のものであれば時間短縮の観点から複数個同時に収容することが好ましい。また、樹脂な
いし金属製の廃材であれば、適宜粗粉砕（破砕）しておくことが好ましい。
【００２２】
　洗浄装置内に洗浄対象物をセットできたら、図３に示すように、昇降アーム２３を油圧
シリンダ２１によって下降させ、載置台１１を浸漬室１０ａの底部まで移動させる。これ
により、洗浄対象物は、バスケット３０ごと浸漬室１０ａに貯留されている揮発性有機溶
剤に浸漬される。このとき、バスケット３０及び蓋板２４には多数の貫通孔を有するので
、内部の洗浄対象物は確実に揮発性有機溶剤に曝される。また、比重の軽い洗浄対象物で
あっても、蓋板２４の存在によって浮遊が防止される。これにより、洗浄対象物表面の塗
膜や付着物等が溶解ないし剥離除去される。このとき、揮発性有機溶剤をヒータ２２によ
って加熱していれば、洗浄効率を向上することができる。なお、揮発性有機溶剤を加熱す
る場合の上限温度は、沸点未満とする。
【００２３】
　洗浄対象物を揮発性有機溶剤へ所定時間浸漬したら、次いで図４に示すように、油圧シ
リンダ２１によって再度昇降アーム２３を上昇させて、載置台１１、中蓋１２、及びバス
ケット３０を冷却室１０ｂへ移動させる。なお、排出昇降アームの上昇タイミングは、適
宜手動により操作してもよいし、所定時間経過後に自動で上昇するようプログラミングす
ることもできる。そして、図外の冷却流体タンクから供給される冷却流体を、冷却室１０
ｂの内壁に沿って配された各ノズル１５からバスケット３０へ向けて吹き付ける。このと
き、浸漬室１０ａの上面開口が再度閉塞されていることで、冷却流体が冷却室１０ｂから
浸漬室１０ａへ流入することはない。また、中蓋１２と冷却室１０ｂの底壁とは面一とな
っているため、噴出された冷却流体は、効率良く排出管１６から冷却室１０ｂ外へ排出さ
れる。排出管１６を通して排出された冷却流体は、そのまま廃棄することもできるが、排
出管１６を冷却流体タンクへ連通して、冷却流体を循環供給することが好ましい。
【００２４】
　冷却流体としては、揮発性有機溶剤、真水、又は空気を使用できる。揮発性有機溶剤を
使用する場合は、洗浄用の揮発性有機溶剤と同種の揮発性有機溶剤を使用することが好ま
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ンクは不要であり、送風ファン、ブロワー等の送風機や、気体用ポンプなどを使用してノ
ズル１５へ供給すればよい。冷却効率の点からは、ブロワーや気体用ポンプによって圧送
することが好ましい。また、これらの冷却流体は、供給経路上に冷却装置を設置して、少
なくとも洗浄用の揮発性有機溶剤よりも低温、好ましくは１５℃以下、より好ましくは１
０℃以下に冷却することが好ましい。これにより、冷却効率が向上する。中でも、冷却流
体として揮発性有機溶剤を使用する場合は、低温に冷却することが特に好ましい。
【００２５】
　冷却室１０ｂにおいて冷却流体が吹き付けられると、バスケット３０及び蓋板２４の貫
通孔を通して洗浄対象物が冷却される。このとき、冷却流体として洗浄用の揮発性有機溶
剤と同種の揮発性有機溶剤を使用していれば、シャワー洗浄も兼ねることができるので、
洗浄効率が向上する。この場合、冷却後の洗浄対象物には揮発性有機溶剤が残ることにな
るが、当該冷却用の揮発性有機溶剤を低温に冷却していれば、その揮発量は確実に低減さ
れる。一方、真水や空気を使用した場合は、洗浄用の揮発性有機溶剤がある程度洗い流さ
れたり、吹き落とされる。仮に、洗浄対象物に揮発性有機溶剤が僅かに付着しているとし
ても、洗浄対象物及び残存する揮発性有機溶剤が真水や空気によって冷却されているので
、残存する揮発性有機溶剤の揮発量は確実に低減される。冷却が完了した後は、バスケッ
ト３０を洗浄装置から取り出して、洗浄対象物を次の処理工程へ運搬すればよい。複数回
使用して劣化した洗浄用の揮発性有機溶剤は、バルブ１４を開弁することで、浸漬室１０
ａの底に沈殿した異物等と共に排出管１３から洗浄装置外へ排出できる。
【００２６】
（変形例）
　以上、本発明の代表的な実施形態について説明したが、これに限られるものではなく、
本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、上記実施形態ではバ
スケット３０及び蓋板２４を用いたが、必ずしもこれらを使用する必要は無く、洗浄対象
物を載置台１１上へ直接載置することもできる。ヒータ２２も必ずしも必要ない。
【００２７】
　昇降アーム２３の昇降手段としては、油圧シリンダに限らず、エアシリンダや電動アク
チュエータなどを使用することができる。中蓋１２による液密性を向上するために、中蓋
１２の外周縁または浸漬室１０ａの上面開口の内周縁に、ゴム製のシール材を配しておく
ことも好ましい。また、洗浄対象物を洗浄容器１０から出し入れするとき以外は洗浄容器
１０の上面開口を塞ぐ外蓋を設けると、より有機溶剤の放散量を低減できる。
【符号の説明】
【００２８】
１０　洗浄容器
１０ａ　浸漬室
１０ｂ　冷却室
１１　載置台
１２　中蓋
１５　ノズル
２１　油圧シリンダ
２２　ヒータ
２４　蓋板
３０　バスケット
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